
○議案第１６号 守口市附属機関条例の一部を改正する条例案

□□□審議経過□□□

＝総務市民委員会委員長報告＝

ご報告申し上げます。

本案は、指定管理者制度を導入している公の施設における管理状況等について、指定管理者選定

委員会による第三者的評価を実施しようとするため、同委員会の担任する事務に第三者的評価に関

する事務を加えようとするほか所要の改正を行うものであります。

本委員会といたしましては、審査を行いました結果、今後、一層の客観的な評価を図る観点から、

評価制度における施設利用者の参画について研究されたいとの希望意見を付し、満場一致をもって、

これを原案どおり可決すべきものと決した次第であります。

以上、委員長報告といたします。


